
 

 

 

  

 

令和 4年 5月 1日（金）14時から、令和 4年度第 1回地域密着型運営推進

会議が開催されました。 

この地域密着型運営推進会議は、平成１８年３月１４日厚生労働省令第３

４号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

及び平成１８年３月１４日厚生労働省令第３６号「指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に基づき、特

別養護老人ホーム若葉苑ユニット型（定員 20名）に義務付けられております。    

当施設では、おおむね 2ヶ月に 1回開催しており、今年度第 1回目では、 

「若葉苑ユニット型運営推進会議設置運営規程 改正（案）」について、 

「令和 3年度の実績報告・令和 4年度に事業計画」について等の説明並びに

報告をさせていただきました。 

 出席された 6名の委員などから、質問やご意見なども出され、時間があっ

という間に過ぎ、有意義な会議になりました。 

 今後とも施設で生活される入居者・利用者・ご家族・地域の方々などから、

益々愛され、信頼される施設運営を目指し、職員一丸となりサービスを提供

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 


